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2024年12月2日から、従来の「健康保険証」は新規発行と再発行ができなく

なっております。お手持ちの健康保険証は、最長で2025年12月1日まで利用

可能ですが、それ以降は「マイナ保険証」を使うのが基本となっています。

従来の「健康保険証」が使えなくなりますが、新たに送付される「資格確認書」

で、これまで通り受診ができます。

 ※「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みです。

※お手持ちの従来の健康保険証・資格確認書とイラストとは異なる場合があります。

健康保険証の有効期限が切れたら「マイナ保険証」か「資格確認書」の

どちらかが必要です。

「資格確認書」は、「マイナ保険証」の登録をしていない方へ自動的に

送付され、従来の健康保険証と同じように病院などの窓口で使えます。

※詳しくは、各市区町村窓口へお問い合わせください。
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健康保険証廃止のスケジュールと経過措置



　

　

「硬いものが食べにくくなった。」「食事の時にムセやすくなった。」

「活舌が悪くなった。」などといった症状はありませんか？

それ、お口の機能が低下しているサインです。

お口の機能低下を放置すると、低栄養、筋力低下、肺炎、認知機能低下など、

全身の健康を損なうことにつながります。

今回は、色々ある対策の中の一つ「パタカラ体操」をご紹介します。

（ 出典：（一社）福井県歯科医師会　福井県在宅口腔ケア応援センター ）

　今号のぽかぽかは「マイナ保険証」と「お口の体操」

について掲載しました。

　これから暑い日が続き、食が進まない季節とは思い

ます。今年は土用の丑の日が、7月19日と7月31日の

2回あります。身体を労り、栄養たっぷりの鰻などを

食べ、水分補給も忘れずに暑い夏を乗り切りましょう！

（脇田・五十嵐・清水・中莖）
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